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【厚生労働省からのお知らせ】 

◆セミナー・個別相談会 

「パートタイム労働者の活躍に向けた職場づくり 

～パートタイム労働法の改正を契機に～」を全国７都市で開催します 

◆短時間正社員制度セミナー（事例編、医療編／福祉編）を開催します 

◆現在の雇用失業情勢 
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【厚生労働省からのお知らせ】 
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▽▼ セミナー・個別相談会 

「パートタイム労働者の活躍に向けた職場づくり 

～パートタイム労働法の改正を契機に～」を全国７都市で開催します ▲△ 

 

 近年、正社員より短い時間で働くパートタイム労働者が増加しています。また、 

基幹的な業務を担うパートタイム労働者も多くみられるようになりました。そのた 

め各企業には、パートタイム労働者が活躍できる職場づくりに向けた取組を推進す 

ることが求められています。 

 平成 27年４月には改正パートタイム労働法も施行されます。パートタイム労働者 

の雇用管理を見直す良い機会です。 

 改正法の施行を前に開催する今回のセミナーでは、パートタイム労働者の雇用管 

理改善に向けた各企業の取組を支援するため、ノウハウや先進企業の事例について、 

パートタイム労働法の改正内容を踏まえてご紹介します。経営層、人事労務ご担当 

者、パートタイム労働者の活躍推進に関心をお持ちの方のご参加をお待ちしていま 

す。（参加無料・事前申込制・各会場とも先着 150 人） 

 

◆開催予定（平成 27 年） 

［札 幌］１月 29日（木） TKP 札幌駅カンファレンスセンター 

［仙 台］２月６日（金） TKP仙台カンファレンスセンター 



［東 京］２月 12日（木） TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター 

［名古屋］２月 20日（金） TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター 

［大 阪］２月 23日（月） TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンター 

［広 島］２月３日（火） KKRホテル広島 

［福 岡］２月２日（月） TKP博多駅前シティセンター 

 

◆プログラム 

 13:00  開会・主催者挨拶 

 13:05  有識者講演 

      ～他企業に先駆けてパートタイム労働者の雇用管理を見直そう！～ 

 13:50 「雇用管理改善マニュアル・好事例集」の紹介 

 14:35  パネルディスカッション 

      ～パートタイム労働者の雇用管理をどう進めるか？～ 

 15:55  閉会 

 16:00  個別相談会（30分～１時間程度、希望者のみ・事前申込制） 

 

◆費用：無料 

 

【詳細・申込先】みずほ情報総研株式会社（委託先） 

  http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2015/parttime.html  

 

 

▽▼ 短時間正社員制度セミナー（事例編、医療編／福祉編）を開催します ▲△ 

 

 厚生労働省では、今年度前半に実施した、「短時間正社員制度セミナー 導入編/ 

運用改善編」の続編として、「短時間正社員制度セミナー 事例編」、「短時間正 

社員制度セミナー 医療編/福祉編」の２つのセミナーを開催します。（参加無料・ 

事前申込制） 

 

(1)「短時間正社員制度セミナー 事例編」を全国５都市で開催します 

  ～短時間正社員制度導入企業の事例を紹介～ 

   このセミナーでは、１万５千社を対象に本年度実施した「短時間正社員制度 

  に関する調査」の結果とその結果から見えてきた企業の課題を考察します。ま 

  た、ヒアリングやコンサルティングで収集した事例やノウハウを踏まえ、制度 

  導入・運用改善の際の留意事項を解説します。短時間正社員制度の導入企業の 

  具体的な事例紹介もございます。 



   皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

  ◆セミナー内容 

  （１）名称：短時間正社員制度セミナー 事例編 

  （２）対象：企業の経営者や人事労務担当者、「短時間正社員制度」に関心が 

        ある方 

  （３）内容：・短時間正社員制度に関する調査結果の概要 

        ・短時間正社員制度導入企業から見た制度導入のメリット 

        ・未導入企業から見た制度導入時の障壁 

        ・短時間正社員制度導入企業の事例の紹介 

 

  ◆開催スケジュール・エリア 10:00～12:30 ※札幌会場のみ 14：00～16：30 

   ［札 幌］１月 26 日（月） 札幌コンベンションセンター 206会議室 

   ［東 京］１月 19 日（月） 大田区産業プラザ ＰｉＯ 特別会議室 

        ２月 12 日（木） 中小企業会館  ９階講堂 

   ［名古屋］１月 30 日（金） ウインク愛知 12階 1202号室 

   ［大 阪］１月 21 日（水） 大阪産業創造館 ６階会議室Ｅ 

        ２月 20 日（金） 大阪産業創造館 ６階会議室Ｅ 

   ［福 岡］２月６日（金） 福岡センタービル 10階会議室３、４ 

 

 

(2)「短時間正社員制度セミナー 医療編/福祉編」を東京、大阪で開催します 

  ～医療業界、福祉業界における短時間正社員制度の事例とノウハウを紹介～ 

   このセミナーでは、１万５千社を対象に本年度実施した「短時間正社員制度 

  に関する調査」の結果とこれまでのヒアリング調査などの内容を踏まえ、医療 

  業界、福祉業界における短時間正社員制度の活用動向や導入のメリットを紹介 

  します。また、短時間正社員制度の導入・運用改善の際の留意事項の解説や、 

  医療業界、福祉業界の短時間正社員制度導入法人の人事労務担当者などによる 

  事例紹介も行います。 

   皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

  ◆セミナー内容 

  （１）名称：短時間正社員制度セミナー 医療編/福祉編 

  （２）対象：医療業界、福祉業界の「短時間正社員制度」に関心がある方 

  （３）内容：・短時間正社員制度の活用動向 

        ・短時間正社員制度のメリット 



        ・短時間正社員制度の制度導入上の留意点 

        ・短時間正社員制度の運用改善(職場マネジメント上の工夫) 

        ・導入法人の人事労務担当者などによる事例紹介 

 

  ◆開催スケジュール・エリア 13:30～16:00 

   ○医療編 

   ［東 京］１月 19 日（月） 大田区産業プラザ ＰｉＯ 特別会議室 

   ［大 阪］１月 21 日（水） 大阪産業創造館 ６階会議室Ｅ 

   ○福祉編 

   ［東 京］２月 12 日（木） 中小企業会館  ９階講堂 

   ［大 阪］２月 20 日（金） 大阪産業創造館 ６階会議室Ｅ 

 

 

・セミナーの詳細、お申込みは、 

 パート労働ポータルサイト＜ http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ ＞まで 

 

 

    ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△ 

 

 12月 26日に公表された 11月の完全失業率は前月と同水準の 3.5％、有効求人倍 

率は前月より 0.02 ポイント改善の、1.12 倍となりました。 

 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んで 

いる状況にあります。 

 

 【労働力調査（総務省）】 

  http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/201411.pdf  

 

 【一般職業紹介状況】 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069398.html  
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★配信停止の手続き  https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー   http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ  https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 



 へリンク）  https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  

★編集：厚生労働省 

 

●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の人が間違えて登 

 録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 

●携帯メールなどには対応しておりません。 

●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 

 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、複 

 製を行うことができます。 
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